
様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

令和６年３
月１日

令和６年３
月15日

　法律や制度、規則も身についていない大阪市職員なのに他の組織と福祉
大学との連けいしてより良い行政にとしているが、若い職員の性犯罪を減
らす為に連けいする事がわかる文書（職務手当てが高すぎて、若い職員の
基本給を上げよと、人事員勧告を受けていた）（総務局人事保有分）

不存在 号 総務局
人事課（人事グ

ループ）

令和６年３
月１日

令和６年３
月15日

　管理職（大阪市役所組織内）における、最終学位率がわかるもの（大
卒・高卒など）

不存在 号 総務局
人事課（人事グ

ループ）

令和６年３
月４日

令和６年３
月15日

　大阪市職員において機能している管理職、機能していない管理職一覧
（ヒューマンエラーに対してすべて部下の責任にしているしていない一
覧）

不存在 号 総務局
人事課（人事グ

ループ）

令和６年３
月４日

令和６年３
月15日

　反社とつるむ右翼の対策を一切行わない根拠がわかるもの
　（総務局所管分）

不存在 号 総務局
総務課（総務グ

ループ）

令和６年３
月４日

令和６年３
月15日

　政策企画室及び24区職員の日本語力がなく、ウソを日常的に言う人達の
出身地がわかるもの（人事課保有分）

不存在 号 総務局
人事課（人事グ

ループ）

令和６年３
月６日

令和６年４
月22日

・大阪市役所本庁舎８階部分における飲食（食堂・喫茶等）営業事業
　者の価格提案公募の実施について（平成29年12月27日決裁）
・大阪市行政財産使用許可書（平成30年３月27日）

公開 号 総務局
総務課（庁舎管理

グループ）

令和６年３
月６日

令和６年４
月22日

　大阪市役所本庁舎地下２階及び８階部分における飲食（食堂・喫茶等）
営業予定事業者の決定について（平成30年２月28日決裁）

部分公開 1 2 号 総務局
総務課（庁舎管理

グループ）

令和６年３
月６日

令和６年４
月22日

・大阪市行政財産使用許可書（平成30年３月27日）
・大阪市行政財産使用変更許可書（平成30年５月30日）
・大阪市行政財産使用許可書（平成31年３月29日）
・大阪市行政財産使用許可書（令和２年３月31日）
・大阪市行政財産使用許可書（令和４年３月31日）
・収入調定決議収入状況（平成30年度～令和５年度）

公開 号 総務局
総務課（庁舎管理

グループ）

令和６年３
月６日

令和６年４
月22日

・市庁舎における行政財産使用許可について（令和３年３月31日決裁）
・市庁舎における行政財産使用許可について（令和５年３月29日決裁）

部分公開 1 2 号 総務局
総務課（庁舎管理

グループ）

公開請求の内容及び処理状況

総務局　３月分

非公開事由
（7条該当号）



様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当
非公開事由
（7条該当号）

令和６年３
月６日

令和６年３
月21日

　大阪市役所八階にある、うどん屋は極秘扱いにされている理由
　庁舎案内やHPのフロア案内にも表示してはいけない理由でもあるのか

不存在 号 総務局
総務課（庁舎管理

グループ）

令和６年３
月７日

令和６年４
月４日

　大阪市行政で法律や制度と違う事を行っている事を指摘して回答を求め
たり情報公開しても、主旨とは違う、法律や制度にない回答しますがその
回答について法的根拠を求めても不存在として回答していますが、何を根
拠にそのような事ができるのかわかるもの

却下 号 総務局
行政課（情報公開

グループ）

令和６年３
月８日

令和６年３
月22日

　監察課あての　市民の声
　受付番号　23-04117
　の回答文書

不存在 号 総務局 監察課

令和６年３
月12日

令和６年３
月26日

　たけち博幸・大阪市市議会議員が自身のTwitterアカウント
(@hiro_takech)がにて本年３月11日20時39分「明日、３月12日13時～の
【都市経済委員会】において、報道でも取り上げられていた【万博の費用
と経済効果】について質疑をさせていただきます！横山市長にもご答弁を
求めたいと思います！」と発信したのに対して，横山英幸・大阪市長は自
身のTwitterアカウント(@yokoyama_hide)にて同日21時23分，たけち市会
議員の当該発信を引用する形で「明日は万博経済効果と費用の質疑、よろ
しくお願いいたします！」と発信したところであるが，これはあたかも，
市長が市議会議員に指示をなすかの如き，もしくは市長と市議会議員の間
で事前に質疑の打ち合わせをなすいわゆる「やらせ質疑」の疑いを招くが
如き投稿であり，極めて重大問題と思料するところである。この事態を受
け， (3)大阪市長の公用の電話(固定電話)の発信履歴および着信記録のう
ち，大阪維新の会大阪市会議員団控室およびたけち博幸市議を相手先とす
るもの(ただし電話番号の下4桁をマスキングにより除外する。)。いずれ
も対象期間は本年２月１日から本公開請求受付の日までとする。

不存在 号 総務局
総務課（庁舎管理

グループ）

令和６年３
月13日

令和６年３
月27日

　大阪市への寄付金（物品含む。）(納税義務を追わない、ふるさと納税
以外)の年度別推移がわかるもの（各所属ごと。最低過去７年間分の年度
別金額の増減がわかるもの。）
（総務局所管分）

不存在 号 総務局
総務課（総務グ

ループ）

令和６年３
月13日

令和６年３
月27日

　大阪市への寄付金（物品含む。）(還付や控除、返礼品を求めないふる
さと納税以外)の年度別推移がわかるもの（各所属ごと。最低過去７年間
分の年度別金額の増減がわかるもの。）
（総務局所管分）

不存在 号 総務局
総務課（総務グ

ループ）

令和６年３
月19日

令和６年３
月29日

　今までに、大阪市職員が公務中に執務室で居眠りしているのを見て、周
りの職員に起こせと4.5回言った事があるが、大阪市における公務中に居
眠りしている職員への事務要領

不存在 号 総務局
人事課（人事グ
ループ）・人事課
（厚生グループ）

令和６年３
月19日

令和６年４
月26日

・大阪市行政財産使用許可書（平成30年３月27日）
・大阪市行政財産使用変更許可書（平成30年５月30日）
・大阪市行政財産使用許可書（平成31年３月29日）
・大阪市行政財産使用許可書（令和２年３月31日）
・大阪市行政財産使用許可書（令和４年３月31日）
・大阪市役所本庁舎８階部分における飲食（食堂・喫茶等）営業事業者募
集要項（平成29年12月）
・大阪市行政財産使用許可書（平成26年３月31日）
・大阪市行政財産使用許可書（平成27年４月22日）
・大阪市行政財産使用許可書（平成28年３月31日）

公開 号 総務局
総務課（庁舎管理

グループ）

令和６年３
月19日

令和６年４
月26日

・市庁舎における行政財産使用許可について（令和３年３月31日決裁）
・市庁舎における行政財産使用許可について（令和５年３月29日決裁）

部分公開 1 2 号 総務局
総務課（庁舎管理

グループ）



様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当
非公開事由
（7条該当号）

令和６年３
月21日

令和６年４
月４日

　大阪市職員就業規則があるにも関わらず、大阪市の実態は、〇〇〇〇や
〇〇〇〇方式で運用されている理由がわかるもの

不存在 号 総務局
人事課（人事グ

ループ）

令和６年３
月21日

令和６年４
月４日

　大阪市役所8階のうどん屋について
　行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について
　を根拠にしていると思いますが、賃貸契約出来なかった理由がわかるも
の
　大阪府庁舎内のホテルは賃貸契約だから家賃滞納の報道されております
が、長居公園内の競技場内にもホテルがありますが

不存在 号 総務局
総務課（庁舎管理

グループ）

令和６年３
月21日

令和６年４
月３日

・メール文書
差出人：大阪市情報公開制度照会回答用
送信日時：2024年３月13日10:30
件名：【公開請求5-1821】について
添付ファイル含む
・メール文書
差出人：大阪市淀川区役所総務課
送信日時：2024年３月19日13:08
件名：【担当報告及び決定通知書案の送付_5-1821】（淀川区）
添付ファイル含む

部分公開 1 号 総務局
行政課（情報公開

グループ）

令和６年３
月25日

令和６年４
月４日

　平野区（大阪市）職員達は、片ひじついてパソコンのモニターを見てい
る人が何人もいるが、そのように指導している根拠や問題としない理由が
わかるもの。（総務局保有分）

不存在 号 総務局
総務課（総務グ

ループ）

令和６年３
月25日

令和６年４
月４日

　大阪市と〇〇〇〇とのかかわりがわかるもの（総務局保有分） 不存在 号 総務局
人事課（人事グ

ループ）

令和６年３
月27日

令和６年４
月24日

　大阪市への寄付金（物品含む）(納税義務を追わない、ふるさと納税以
外)のお金や物品の流れがわかるもの

却下 号 総務局
行政課（情報公開

グループ）

令和６年３
月28日

令和６年４
月10日

　福祉局、市民局、24区役所職員達の日本語力が低すぎる職員が圧倒的に
多い理由（総務局人事）

不存在 号 総務局
人事課（人事グ

ループ）


